
【個別の教育支援計画】
□長期的な視点に立って幼児期から学校卒業後までの一貫した支援を行うもの
□家庭や福祉、医療、労働等の関係機関と連携して取り組むもの
□学校が中心となって作成するもの
□２～３年を目安に作成

【個別の指導計画】
□教育課程を具現化したもの
□学校等での指導における一人一人の指導目標や指導内容・方法等の明確化を図るもの
□学校が責任をもって作成するもの
□１年ごとに作成

特別支援教育ほっと通信 令和２年４月
西部教育局

特別支援学級における諸帳簿については、今年度も以下の表を参考にしていただき、遺漏のな
いよう作成等をお願いします。
また、通級による指導を利用されている児童生徒の個別の教育支援計画及び個別の指導計画の
作成についても御確認ください。

支援内容や評価等について、本人・保護者との
共通理解が重要です。

昨年度より作成が義務付けら
れ作成していただいていますが、
特に通級による指導を受けて
いる児童生徒についてご確認く
ださい。

記載内容については、
保護者の方と確実に
共有してください。

再確認を！

「作成の義務」の根拠は、「幼稚園教
育要領第１章第５の１」、「小学校学
習指導要領第１章第４の２（１）の
エ」「中学校学習指導要領 総則第
１章第４の２（１）のエ」に示されてい
ます。

通級による指導を受けている児
童生徒の計画作成については、
在籍学校と通級担当者とが連携
を密にし、作成されることが望ま
れます。

「個別の教育支援計画」を踏まえて、「個別の指導計画」を充実していくという関係です。

支援内容について、保護者と共有しておくことが大切です。


